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◆
吉
川
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
国
の
法
令
改
正
に
伴
い
、
未
就

学
児
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の

被
保
険
者
均
等
割
額
の
軽
減
措
置

に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
所

要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の

で
す
。

◆
市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
等
に

関
す
る
条
例
及
び
吉
川
市
教
育
委

員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
市
長
、
副
市
長
、
教
育
長
の
期

末
手
当
の
支
給
額
を
改
定
し
ま
す
。

　
改
定
の
内
容
は
、
期
末
手
当
の

年
間
支
給
月
数
を
０
・
15
月
分
引

き
下
げ
る
も
の
で
す
。

◆
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い

て　
吉
川
美
南
駅
東
口
周
辺
地
区
２

号
調
整
池
工
事
（
そ
の
１
）
に
つ

い
て
、
請
負
契
約
を
締
結
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
す
。

　
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い

て
、
２
名
が
討
論
を
行
い
ま
し
た
。

―
反
対
討
論
―

市
民
の
会
・
無
所
属

�

齋
藤
　
詔
治
　
議
員

　
事
業
地
内
の
所
有
者
に
よ
る
裁

判
や
、
再
異
議
の
申
し
立
て
を
起

こ
す
よ
う
で
す
。
こ
の
区
画
整
理

事
業
は
公
共
施
行
で
す
。
地
権
者

の
皆
さ
ん
は
区
画
整
理
事
業
に
反

対
を
し
て
い
ま
せ
ん
。
私
は
、
今

日
ま
で
区
画
整
理
事
業
推
進
に
向

け
、
地
権
者
と
の
合
意
を
得
る
た

め
の
積
極
的
な
話
し
合
い
を
望
ん

で
来
て
お
り
、
同
意
の
な
い
契
約

に
は
反
対
で
す
。

―
賛
成
討
論
―

市
民
の
会
・
無
所
属

�

岩
田
　
京
子
　
議
員

　
吉
川
美
南
駅
東
口
開
発
の
「
環

境
影
響
評
価
書
」。
失
わ
れ
る
自
然

環
境
の
代
償
措
置
と
し
て
第
２
調

整
池
に
は
湿
地
創
出
と
重
要
種
の

移
植
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

実
施
予
定
が
な
い
他
、
希
少
種
の

移
植
等
、
数
点
の
課
題
は
あ
る
。

　
し
か
し
市
は
「
今
後
、
開
発
エ

リ
ア
内
で
の
自
然
環
境
と
の
共
生

に
配
慮
す
る
」「
第
２
調
整
池
整

備
の
中
で
、
何
が
で
き
る
の
か
研

究
し
て
い
く
」
と
答
弁
。
環
境
影

響
評
価
法
の
深
い
理
解
を
基
に
、

未
来
の
人
々
に
不
利
益
に
な
ら
ぬ

よ
う
取
組
む
可
能
性
は
み
ら
れ
た
。

◆
第
６
次
総
合
振
興
計
画
（
基
本

構
想
）
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
令
和
３
年
度
を
も
っ
て
現
行
の

第
５
次
吉
川
市
総
合
振
興
計
画
の

計
画
期
間
が
満
了
す
る
こ
と
か
ら
、

新
た
な
10
か
年
計
画
と
な
る
第
６

次
吉
川
市
総
合
振
興
計
画
（
基
本

構
想
）
を
定
め
る
も
の
で
す
。

　
策
定
に
あ
た
っ
て
、
市
民
意
識

調
査
、
地
域
ヒ
ア
リ
ン
グ
や
パ
ブ

リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
の
実
施
に
加

え
、
新
た
な
取
り
組
み
と
し
て
若

者
に
よ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開

催
や
ま
ち
づ
く
り
掲
示
板
の
設
置

な
ど
に
よ
り
、
多
く
の
市
民
の
方

か
ら
ご
意
見
を
聴
取
し
策
定
し
ま

し
た
。

人
事
案
件

◆
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ

い
て

　
公
平
委
員
会
委
員
（
※
）
の
永

瀬
洋
子
氏
が
令
和
３
年
12
月
22
日

を
も
っ
て
任
期
満
了
と
な
る
た
め
、

そ
の
後
任
者
と
し
て
澤
登
真
珠
恵

氏
を
選
任
す
る
こ
と
に
同
意
を
得

よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委

員
の
選
任
に
つ
い
て

　
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委

員
の
茂
木
伸
一
氏
が
令
和
３
年
12

月
20
日
を
も
っ
て
任
期
満
了
と
な

る
た
め
、
再
度
選
任
す
る
こ
と
に

つ
い
て
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
も

の
で
す
。

※
用
語
解
説

○
障
害
児
相
談
支
援

　
障
害
児
通
所
支
援
を
利
用
す

る
全
て
の
方
に
「
サ
ー
ビ
ス
等

利
用
計
画
」
を
作
成
し
、
障
害

児
の
抱
え
る
課
題
の
解
決
や
適

切
な
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
向
け

て
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
よ

り
き
め
細
か
く
支
援
す
る
も
の

で
す
。

○
区
分
所
有

　
マ
ン
シ
ョ
ン
や
オ
フ
ィ
ス
ビ

ル
な
ど
の
よ
う
に
、
１
棟
の
建

物
の
中
に
独
立
し
た
複
数
の
住

居
や
店
舗
、
事
務
所
な
ど
が
あ

る
場
合
に
、
そ
の
建
物
の
独
立

し
た
各
部
分
を
所
有
す
る
こ
と

で
す
。

○
公
平
委
員
会
委
員

　
公
平
委
員
会
委
員
は
、
地
方

公
務
員
法
に
基
づ
き
職
員
が
不

利
益
な
処
分
を
受
け
た
場
合
、

そ
の
処
分
を
受
け
た
職
員
か
ら

の
不
服
申
立
て
に
基
づ
き
、
公

平
・
中
立
的
な
立
場
で
審
査
を

し
ま
す
。


